
長久手市市制施行 1０周年記念事業

長久手市議会『子ども議会』

日 時 ： 令和４年８月２５日(木) １４時～ 事前準備

令和４年１０月１日(土) ９時３０分～ 本会議

場 所 ： 長久手市役所 本庁舎２階 議場

〃 委員会室

― 次代を担う子供たちが市政を身近に感じ、興味・関心を持つ機会とする ―

主催：長久手市議会

協力：長久手市

長久手市教育委員会

（連絡先） 長久手市議会事務局 ℡ 0561－56－0628

E-mail gikai@nagakute.aichi.jp



人口の推移

天正12年 (1584年) 長久手の戦い(４月９日)
  １,４５２人
(1661年記録)

明治39年 (1906年)

上郷村と岩作村・長湫村が合併して長久手村
となる
長久手尋常高等小学校開校(昭和22年長久手
小学校となる)

  ５,１３８人
(大正9年国勢調査)

昭和22年 (1947年) 長久手中学校開校   ６,６８２人

昭和42年 (1967年) 長久手村役場新庁舎を現在地に新築移転

昭和44年 (1969年) 名古屋市営地下鉄東山線藤が丘まで延伸

昭和45年 (1970年) 愛知青少年公園開園 １１,３１７人

昭和46年 (1971年) 町制施行(４月１日)
１２,０９６人

(以降、住民基本台帳人口)

昭和51年 (1976年) 西小学校開校 １４,１７０人

昭和56年 (1981年) 東小学校開校 １８,１７７人

昭和59年 (1984年) 北小学校、南中学校開校 ２１,９７５人

昭和63年 (1988年) 南小学校開校 ２７,４８９人

平成４年 (1992年) 中央図書館開館 ３１,９８５人

平成10年 (1998年)
文化の家開館
Ｎ-バス運行開始

３７,８４３人

平成17年 (2005年)
東部丘陵線(リニモ)開業
2005日本国際博覧会(愛・地球博)開催

４２,８７１人

平成18年 (2006年)
平成こども塾丸太の家開館
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)開園

４３,５１９人

平成20年 (2008年) 市が洞小学校開校 ４７,００３人

平成24年 (2012年) 市制施行(１月４日) ５０,４９２人

平成25年 (2013年) 北中学校開校 ５１,６３９人

令和４年 (2022年)
市制施行１０周年(１月４日)
ジブリパーク開園(１１月１日予定)

６０,３５２人

長久手のあゆみ

  ７,５８３人
(昭和40年国勢調査)
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時　間 スケジュール 活動内容・留意事項

13:40 受　付【委員会室】  〇 委員会室(本庁舎２階)は本庁舎正面玄関より２階に上
　がり、右手になります。
〇 名札、バッジを受け取ります。

※保護者、付き添いの方へ
 ・別室（会議室棟）で活動の様子をご覧いただけます。
　 送迎のみでも結構です。
 ・緊急時連絡のため、保護者の方の連絡先を確認させて
　 いただきます。

14:00 オリエンテーション 〇 今日の予定、留意事項等の説明を聞きます。

川合議長あいさつ　　　　

子ども議員自己紹介 〇 学校名、氏名を発表してください。

見　　学　　　　　　

委員会室→正副議長室→議会図書室→議場
（グループ１）北中学校、北小学校、西小学校
（グループ２）南中学校、市が洞小学校、南小学校
（グループ３）長久手中学校、東小学校、長久手小学校

14:15 自分の番号の議席に着席【議場】
〇 しおりP４「議席配置図」参照
〇 任命証書と質問通告書用紙が議席に置いてあります。

議会について説明 〇 しおりP５「議会とは」を参照してください。

14:30

14:40 質問通告書づくり【議場・委員会室】
〇 質問通告書づくりについての説明を聞きます。

 小学生　議場
 中学生　委員会室

〇 時間内に完成しなかった場合は、９月２日までに学校
　を通して提出してください。
〇 以後、質問等の相談については議会内相談窓口で受け
　付けます。(0561－56－0628)

15:20

15:30
一般質問リハーサル【議場】 〇　登壇から降壇、議長交代等のリハーサルを行います。

終わりのあいさつ 〇　今後の予定、連絡事項等を聞きます。　　　　

16:00 終了予定 〇　名札、バッジは議席に置いて帰ってください。

８月２５日(木)

１　持ち物　　しおり、質問・提案準備シート、筆記用具、水筒
　　　　　　　※　服装は自由(制服も可)

２　日　程

休　　憩
○ 小学生は議場に残り、中学生は委員会室へ移動してください。

休　　憩
○　中学生は議場へ移動してください。

３　その他　

〇　市役所庁舎内には一般の来庁者もみえますので、ご迷惑にならないようお願いします。
〇　進行状況により終了時間が遅れる場合があります。
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時　間 スケジュール 活動内容・留意事項

9:10 受　付【議場入口横】  〇 西庁舎外の階段を上がり、渡り廊下を渡って本庁舎に
　お入りください。
〇 名札、バッジを受け取り、議席に着席します。
○ アンケート用紙と、子ども議員報告のフォーマット用
　紙が議席に置いてあります。
○ アンケートは１０月７日までに各学校へ提出してくだ
　さい。　　
※保護者の方へ　北中学校区の子ども議員及び田中議長の
　　　　　　　保護者は傍聴席へ、それ以外の保護者
　　　　　　　は委員会室へお入りください。

9:25 オリエンテーション【議場】 〇　今日の予定、アンケート、子ども議員報告等の留意事
　項を聞きます。

9:30 子ども議会開会
議長の交代
川合議長→南中学校田中議長
一般質問（グループ１）
①北中学校　有川議員、田村議員
②北小学校　林議員、内田議員
③西小学校　小西議員、稲畑議員

〇　しおりP７「本会議、一般質問の流れ」参照してくだ
　さい。
○　一般質問は答弁を含めて１人５分です。２人で質問す
　る場合は２人で１０分です。
○　５分または１０分経過するとブザーが鳴りますが、質
　問の途中であればそのまま質問を続けてください。

10:10

10:20 議長の交代
南中学校田中議長→長久手中学校松本議長
一般質問（グループ２）
④南中学校　田中議員、黒田議員
⑤市が洞小学校　真田議員、藤田議員
⑥南小学校　高橋議員、上見議員

10:55

11:05 議長の交代
長久手中学校松本議長→北中学校田村議長
一般質問（グループ３）
⑦長久手中学校　松代議員、宮田議員
⑧東小学校　鬼頭議員、霞上議員
⑨長久手小学校　髙木議員、木村議員
議長の交代
北中学校田村議長→川合議長

11:40

11:45 子ども議員による報告
市長あいさつ
議長あいさつ
子ども議会閉会

〇　北中→北小→西小→南中→市小→南小→長中→
　東小→長小の順にフォーマット用紙に沿って、各校
　代表１名が議席で起立して発言してください。

11:55 終わりのあいさつ
写真撮影

〇　お礼の言葉、連絡事項、写真撮影等の説明を聞きま
　す。

12:00 終了予定
○　名札は議席に置いて帰ってください。
○　バッジはお持ち帰りください。

１０月１日(土)

１　持ち物　　しおり、質問通告書、筆記用具、水筒、シナリオなど
　　　　　　　※ 服装は自由(制服も可)

２　日　程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　憩
※保護者の方へ　南中学校区の子ども議員及び松本議長の保護者は傍聴席へ、それ以外の保護者は
　　　　　　　委員会室へお入りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　憩
※保護者の方へ　長久手中学校区の子ども議員及び田村議長の保護者は傍聴席へ、それ以外の保護者
　　　　　　　は委員会室へお入りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　憩
※保護者の方へ　委員会室の保護者は傍聴席へ移動(人数が多い場合は調整させていただきます。)

３　その他

　〇　議場内での写真撮影等はできませんのでご了承ください。議会側で撮影したものを後日、各学校へ提供
　　させていただきます。閉会後は議場内外で撮影していただいて結構です。
　〇　撮影した画像などを個人のSNS等にアップする際は、ご自分のお子様以外は映りこまないよう、ご配慮
　　願います。
　○　進行状況により終了時間が遅れる場合があります。
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学　校　名 学 年 ふり がな
氏　名

学 年 ふり がな
氏　名

ま つ し ろ　そ う た ろ う み や た　  あ つ き

松 代 颯 太 朗 宮 田 篤 希

た な か　　あ さ ひ  く ろ だ 　か ん す け

田 中 朝 陽 黒 田 勘 介

あ り か わ　こ と は た む ら　　り  の 

有 川 琴 葉 田 村 梨 乃

た か ぎ　り ょ う た き む ら　　り  く 

髙 木 陵 汰 木 村 凌 久

き と う　　　　　　　　 か す か み 　り   こ  

鬼 頭 ひ よ り 霞 上 莉 子

こ に し　　　　　　　　 い な は た　ゆ う り 

小 西 さ く ら 稲 畑 悠 利

た か は し　あ つ ひ こ う わ み　ぜ ん じ ろ う

高 橋 篤 彦 上 見 善 次 郎

は や し 　　 そ 　ら 　 う ち だ　  こ と こ

林 蒼 空 内 田 琴 子

(8/25) う ん ぽ う　 つ ば さ

５ 年 雲 寳 翼

(10/1) ふ じ た　 こ う た ろ う

６ 年 藤 田 康 太 郎

市制施行１０周年記念事業　長久手市子ども議会

子　ど　も　議　員　名　簿

 長久手中学校 ３ 年 ３ 年

 南中学校 ３ 年 ３ 年

 北中学校 ３ 年 ３ 年

 長久手小学校 ６ 年 ５ 年

 東小学校 ６ 年 ６ 年

 西小学校 ６ 年 ６ 年

 南小学校 ６ 年 ６ 年

 北小学校 ６ 年 ６ 年

 市が洞小学校 ６ 年
さ な だ　  え い と

真 田 瑛 音
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議　長

答弁席

1番 
長久手中
松代議員

2番 
長久手中
宮田議員

質問席
３番 
南 中

田中議員

４番 
南 中

黒田議員

５番
長久手小
髙木議員

６番 
長久手小
木村議員

７番
 東 小

鬼頭議員

８番 
東 小

霞上議員

９番
 南 小

高橋議員

10番
 南 小

上見議員

11番 
市が洞小
真田議員

12番 
市が洞小
雲寳議員
藤田議員

13番 
北 中

有川議員

14番 
北 中

田村議員

15番
 西 小

小西議員

16番
西 小

稲畑議員

17番 
北 小

林 議員

18番
 北 小

内田議員

議 席 配 置 図

傍　聴　席

説明員
(執行部)

説明員
(執行部)
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議会とは

１ 市議会のしくみ

国の政治が国会によって行われているように、地方の政治は地方議会によって運営

されています。市議会は、市の条例の制定や改廃、予算を定めることなど重要な事柄

を決定する機能と、執行機関（市役所）を監視するため調査する機能があります。

長久手市議会の議員は１８人で、議員は４年に１回行われる選挙で、立候補した者

（２５歳以上）から市民（１８歳以上）が選びます。

２ 市議会の活動

市議会では、市の意思を決定す

る本会議、詳細に議案を審査する

委員会などさまざまな会議が開か

れます。

本会議は、議場で開かれる全議

員が参加する会議で、市長や議員

から提案された議案などを審議し

たり、市議会の最終意思を決定す

るところです。

３月、６月、９月、１２月の年４回開かれる定例会（本会議）で、議員は、一般質問を

行うことができます。

※ 長久手市議会では、議会の公平性と透明性を確保し、積極的な情報の公開に努め、

市民に開かれた議会とするため、「長久手市議会基本条例」を平成 27年 4 月 1 日

より施行しました。

議員は、会議に出席する前提として

行う政策研究、政策立案などの活動に

加え、市民要望、各種相談に応じる活

動を行っています。
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予定時間 順番 議　長 質問議員

9:30
① 南中　田中議員

北中　有川琴葉議員
　　　　　田村梨乃議員　　

②
北小　林　蒼空議員
　　　　　内田琴子議員　　

③
西小　小西さくら議員
　　　　　稲畑悠利議員

10:20
④ 長中　松本議員

南中　 田中朝陽議員
　　 　　　黒田勘介議員

⑤
市小　真田瑛音議員
　　　　　藤田康太郎議員

⑥
南小　高橋篤彦議員
　　　　　上見善次郎議員

11:05
⑦ 北中　田村議員

長中　松代颯太朗議員
　　　　　宮田篤希議員

⑧
東小　鬼頭ひより議員
　　　　　霞上莉子議員

⑨
長小　髙木陵汰議員
　　　　　木村凌久議員

一般質問順番表（１０月１日）

グ
ル
ー
プ
１

グ
ル
ー
プ
２

グ
ル
ー
プ
３
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本会議（一般質問）の流れ ※詳しい内容は、シナリオを参考にしてください。
(8 月 25日に配付します。)

全員着席

事務局 一同、ご起立願います。 一同、礼。ご着席願います。

議 長 ただいまの出席子ども議員は１８名です。これより本日の会議を開きます。

日程第１ 諸般の報告 議席の指定「議席配置図のとおり」

説明員について「説明員一覧のとおり」

日程第２ 一般質問 子ども議員からの質問、市の答弁

一般質問

全議員の質問終了

子ども議員による報告

議 長 以上で本日の日程は、すべて終了しました。

閉会にあたり、市長、あいさつをお願いします。

市 長 （あいさつ）

議 長 （あいさつ）

事務局 一同、ご起立願います。 一同、礼。

① 議 長 〇番〇〇議員

② 議 員 （質問席に登壇して、礼をする。）

（発言は、立って行う。）

『 通告書に従い、○○〇について質問いたします。 』

『 （通告書を読み上げる） 』

（読み終えたら、質問席のイスに着席）

③ 議 長 質問は終わりました。当局の答弁を求めます。

④ 市職員 答 弁

⑤ 議 長 再質問はありませんか。

⑥ 議 員 『（手を上げながら）はい。 』

⑦ 議 長 〇番○○議員

⑧ 議 員 （起立する）

『 （再質問を読み上げる） 』

（質問が終わったら、質問席のイスに着席)

⑨ 市職員 答 弁

≪ ⑤～⑨を繰り返す ≫

≪ すべての質問が終わったら、 または 持ち時間がなくなったら、 ≫

⑩ 議 長 ○○○○議員の一般質問を終わります。

⑪ 議 員 （礼をして自席に戻り、着席する。）

一般質問映像視聴
ページQRコード
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議
長

副
議
長

青 山 直 道   

わたなべさつ子

伊 藤 祐 司

大 島 令 子

長 久 手 市 議 会 議 員　一 覧（在住校区（五十音順））

川 合 保 生

（北小学校区）

さ さ せ 順 子

(長久手小学校区)

　  加 藤 和 男 木 村 さ ゆ り 野 村 ひ ろ し

伊 藤 真 規 子 さ と う ゆ み な か じ ま 和 代

石 じ ま き よ し 岡 崎 つ よ し 田 崎 あ き ひ さ

冨 田 え い じ 山 田 か ず ひ こ 山田けんたろう

長
久
手
小
学
校
区

西
小
学
校
区

東
小
学
校
区

市
が
洞
小
学
校
区

北
小
学
校
区

南
小
学
校
区
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各部課等の主な仕事

 市　　長 田 一 平 市のリーダー

 副市長 鈴 木 孝 美 市長の補佐、職員の担当する事務の監督

 参　　事 橋 倉 裕 幸 長久手市と愛知県との調整

【市長直轄組織】

地域共生推進監 國 信 綾 希

地域共生推進課長 嵯 峨 寛 子

【市長公室】  ＊秘書課：市長・副市長のスケジュール管理、表彰に関すること

 市長公室長 日 比 野 裕 行  ＊企画政策課：市の重要施策の総合調整、総合計画に関すること

 市長公室次長 浅 井 俊 光  ＊人事課：市職員の任用や配置、給料に関すること

 　　　　　　〃 若 杉 玲 子
 ＊情報課：広報ながくての発行など市の情報発信、統計、デジタル
　　化に関すること

【総務部】
 ＊行政課：選挙、議案の審査、文書管理や平和行政、工事等の契約
　　審査に関すること

 総務部長 加 藤 英 之  ＊財政課：予算や財産の管理、公共施設の建設・修繕に関すること

 総務部次長 福 岡 隆 也  ＊市民課：戸籍や住民票、マイナンバーに関すること

 　　　　〃 髙 木 昭 信  ＊税務課：市・県民税や固定資産税、軽自動車税などに関すること

 ＊収納課：税金の徴収に関すること

【くらし文化部】

 くらし文化部長 門 前 健

 くらし文化部次長 磯 村 和 慶  ＊安心安全課：交通安全や防犯、防災、Ｎ-バスに関すること

　 　　　　　〃 嵯 峨 剛  ＊環境課：環境保全、ごみの減量やリサイクルに関すること

 ＊生涯学習課：スポーツ及びレクリエーション、文化の家、文化財の
　　保護に関すること

子ども議会説明員一覧（予定） 及び 市役所組織、主な仕事の紹介

説明員氏名

(愛知県から派遣)

(厚生労働省から派遣) ＊地域共生推進課：地域共生社会の実現(市民が安心して暮らせる
  地域づくり)、市民相談に関すること

 ＊たつせがある課：自治会等やボランティアなど市民自らが活躍する
　　ための補助、地域共生ステーション、国際交流、男女共同参画に関
　　すること
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【福祉部】
 ＊福祉課：障がい者福祉、生活保護、生活困窮、民生委員・児童委員、
　　人権擁護、日本赤十字など地域福祉に関すること

 福祉部長 川 本 満 男  ＊長寿課：高齢者福祉、介護認定や介護予防、福祉の家に関すること

 福祉部次長 近 藤 か お り
 ＊保険医療課：国民健康保険、後期高齢者医療制度、福祉医療に
　　関すること

　 　　　〃 中 野 智 夫  ＊健康推進課：健康診査など市民の健康維持に関すること

【子ども部】

 子ども部長 山 端 剛 史

 子ども部次長 飯 島 淳  ＊子ども家庭課：児童手当など子育て支援に関すること

【建設部】  ＊土木課：道路や河川の改良工事や維持管理に関すること

 建設部長 水 野 泰
 ＊都市計画課：都市計画の総合企画及び調整、住宅及び建築に関す
　　ること

 建設部次長 矢 野 克 明
 ＊みどりの推進課：公園・緑地の整備や管理、農業、あぐりん村、平成
　　こども塾に関すること

 ＊区画整理課：土地区画整理事業に関すること

 ＊下水道課：下水道事業に関すること

【教育委員会】

 教育長 大 澤 孝 明

 教育部長 浦 川 正  ＊給食センター：保育園や学校給食に関すること

 教育部次長 川 本 保 則  ＊中央図書館：図書館の運営、維持管理に関すること

 ＊子ども未来課：児童館や保育所など児童福祉に関すること

 ＊教育総務課：学校施設の維持管理や学習指導など学校教育全般
　　に関すること

●　市役所は、様々な行政サービスを提供することで、市民の皆さんのより良い暮らし、健康や安心・
　安全を支える役割を果たしています。市役所には、担当している仕事の種類ごとに「○○部」など
　の部署があり、それぞれの役目の仕事を行っています。
　　「○○部」は、仕事の内容で、さらに細かく「〇〇課」、「○○係」などに分かれています。各課の
　詳しい仕事内容については市ホームページ　「役所・窓口案内→市役所の組織」から調べること
　ができます。

　　　あなたの質問はどの部、課に対する質問になるのか、考えてみましょう。
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メ モ

学校 年 氏名
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